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区　分 会　　場 期間（土・日曜日・祝日を除く）

市・府民税
の申告

市役所１階
ロビー

２月 16 日木〜３月 15 日水
午前９時〜 12 時・午後１時〜５時

所得税の
確定申告
※混雑状況によ
り、早めに相談
受付を終了する
場合があります。
※吹田税務署内
には、確定申告
会場を設けてい
ません。

吹 田 さ ん く す
ホール（吹田さん
くす１番館４階）

２月 16 日木〜３月 15 日水
午前９時〜午後５時

（相談の受付は午後４時まで）
※２月 19 日㈰・26 日㈰は実施。

コミュニティ
プラザ３階
コンベンション
ホール

２月７日火 ・８日水
午前９時半〜午後４時（相談の受
付は午前９時〜午後３時）
※相続税・贈与税・譲渡所得税な
どの相談は行っていません

●
所
得
税
の
確
定
申
告

　
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
書

な
ど
の
受
付
を
右
ペ
ー
ジ
表
の
と
お
り
行

い
ま
す
（
郵
送
も
可
能
で
す
）。

※
申
告
手
続
き
な
ど
に
は
、
右
ペ
ー
ジ
の

本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

郵
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先
・
問
合
せ　
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５
１
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（
住
所
不
要
）
吹
田
税
務
署
吹
田
税
務
署
☎
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（
６
３
３
０
）
３
９
１
１
へ

■
申
告
書
作
成
・
送
信
は

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
か
ら

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.nta.go.jp

）
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に

従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る
と
、
税
額

な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、
申
告
書
が
簡
単

に
作
成
で
き
ま
す
。

■申告の受付会場・期間 ふるさと納税をした人へ
　寄附先自治体にふるさと納
税ワンストップ特例申請書を
提出した人で、給与所得以外
に所得がある場合や寄附先の
自治体数が５団体を超えた場
合などは、ワンストップ特例
申請書は無効となり、確定申
告または市・府民税申告が必
要となります。
　確定申告などをする場合は
寄附金に関する申告も忘れな
いようご注意ください。
問合せ　市民税課市民税係へ

市・府民税の申告
所得税の確定申告

●
市
・
府
民
税
の
申
告 

　
市
・
府
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
を
右

ペ
ー
ジ
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
（
郵
送
も

可
能
で
す
）。

郵
送
先
・
問
合
せ
　
〒
５
６
６
ー
８
５
５
５

（
住
所
不
要
）
摂
津
市
役
所
・
市
民
税
課
市

民
税
係

■
申
告
が
必
要
な
人

▼
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
居

住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

•

平
成
28
年
中
（
28
年
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
）
に
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
な

ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

•

給
与
所
得
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を

含
む
）
で
勤
務
先
か
ら
市
へ
給
与
支
払
報

告
書
（
源
泉
徴
収
票
）
の
提
出
が
な
い
人

•

主
た
る
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円

以
下
の
人

•

平
成
28
年
中
に
会
社
を
退
職
し
た
人

▼
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
居

住
し
て
い
な
い
が
、
市
内
に
事
務
所
・
店

舗
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人

※
国
民
健
康
保
険
料
・
介
護
保
険
料
な
ど

の
算
定
資
料
お
よ
び
諸
証
明
の
資
料
に
な

り
ま
す
の
で
、
前
年
中
に
所
得
が
な
か
っ

た
人
も
申
告
が
必
要
で
す
。

■
申
告
が
必
要
で
な
い
人

▼
平
成
28
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
人

▼
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
へ

給
与
支
払
報
告
書
（
源
泉
徴
収
票
）
が
提

出
さ
れ
て
い
る
人

▼
公
的
年
金
収
入
の
み
で
、
各
種
所
得
控

除
を
受
け
な
い
人

※
年
末
調
整
未
済
の
源
泉
徴
収
票
を
持
っ

て
い
る
場
合
や
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の

支
払
い
を
受
け
て
い
る
場
合
、
営
業
や
不

動
産
の
収
入
が
あ
る
場
合
は
、
市
・
府
民

税
の
申
告
で
は
な
く
、
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の

▼
平
成
28
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
書
類

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

▼
各
種
所
得
控
除
を
受
け
る
人
は
、
平
成

28
年
中
に
支
払
っ
た
社
会
保
険
料
、
生
命

保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
医
療
費
、
寄
附

金
、小
規
模
企
業
共
済
な
ど
の
証
明
書
（
領

収
書
）、
身
体
・
精
神
障
害
者
手
帳
、
療
育

手
帳
な
ど
の
控
除
に
係
る
事
項
を
証
明
す

る
も
の

▼
印
鑑

▼
右
ペ
ー
ジ
の
本
人
確
認
書
類

※
代
理
人
に
よ
る
場
合
は
、
代
理
人
自
身

の
身
分
確
認
書
類
・
委
任
状
に
加
え
て
、

申
請
者
本
人
の
番
号
確
認
書
類
の
写
し
が

必
要

※
学
生
は
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

▼
被
扶
養
者
・
専
従
者
の
番
号
確
認
書
類

の
写
し

　税の申告を次のとおり受け
付けます。会場・日時などを
確認のうえ、期間内に申告し
てください。
　申告期間前半は窓口が混雑
しますので、あらかじめご了
承ください。

申告期間は

３月 15日水まで

　
作
成
し
た
申
告
書
は
、「
国
税
電
子
申
告・

納
税
シ
ス
テ
ム
（e-Tax

）」
を
利
用
し
て

送
信
で
き
る
ほ
か
、
印
刷
し
て
郵
送
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
年
金
所
得
者
は
申
告
不
要

　
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
、
企
業
年
金
な

ど
の
合
計
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以
下
の

場
合
は
、
確
定
申
告
が
不
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
▽
年
金
所
得
以
外
の
所
得
が

20
万
円
を
超
え
る
場
合
▽
源
泉
徴
収
税
額

の
還
付
を
受
け
る
場
合
▽
外
国
で
支
払
わ

れ
る
年
金
が
あ
る
場
合
は
、
確
定
申
告
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
消
費
税
届
出
書
提
出
は
お
早
め
に

　
新
た
に
消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
る

事
業
者
（
前
々
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
超
の
事
業
者
）
は
、「
消
費
税
課

税
事
業
者
届
出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

障害者控除対象者
認定書の発行
　身体障害者手帳や療育手
帳などの交付を受けていな
い場合でも、要介護（要支
援）認定を受けている 65 
歳以上で手帳の交付と同程
度の障害がある人には、「障
害者控除対象者認定書」を
発行します。
　同認定書は、市・府民税
や所得税において障害者控
除の適用を受けるために必
要となります。希望者は印
鑑を持参して、市役所１階・
高齢介護課で手続きをして
ください。
※認定書の発行には１週間
程度かかります。
問合せ　高齢介護課認定給
付係へ

マイナンバー制度の導入に伴い、①②いずれかの本人確認書類が必要になりました

①マイナンバーカード
（個人番号カード）

※同カードだけで本人確認が可能です。

②番号確認書類（下記のいずれか）＋身元確認書類（下記のいずれか）
《マイナンバーを確認できる書類》
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票

記載事項証明書（マイナン
バーの記載のあるものに限る）　　など

（ （《マイナンバーの持ち主であることを確認で
きる書類》
・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証
・パスポート ・身体障害者手帳
・在留カード    など

（ （


